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When conducting a psychological r巴searchand/or a practice in real-world community settings， 

researchers often encounter unanticipated problems， such as issues in building process and 
transition of the relationship between researchers and community members， conflicts between 
the academic interests and community benefits， and even conflicts of the benefits among commu-
nity members. Most of the textbooks for research methods and practice， how巴ver，do not tell the 
solutions for those issues and conflicts; instead， the researchers need to overcome by themselves 
through trial and error process with balancing the researchers' and communities' needs. This 
paper reviews th巴experiencesthat five graduate students gained in different community setting 
through their research and practice. By sharing and integrating each student's unique experience， 

trials and errors， this paper provides some future implications for developing a strategy to 
accomplish the academic interests and the community needs， and maximize the ben巴自tsof 
collaborative action research in community settings 
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問題と目的

心理学では近年，企業組織や病院，社会福祉施設，

学校，地域組織など，人々の生活場面(フィ ールド)

での研究の重要性が高ま っている。このような
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フィール|、を対象とした研究では，生活者の日常へ

介入するという性質上，実験室で実施する研究で求

められる以上に，あるいは実験室研究とは質的に異

なる形で，研究の参加者やフィ ールドそのものに対

する配慮が必要となる。フ ィールド でのアクション
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リサ ーチにおける倫理的配慮について. Morton 

Cooper (2000. 岡本・ 関戸 ・鴨野訳. 2005)は，

1)自発的に(強要されずに)参加すること.2)研究

協力者はインフォ ームド ・コンセントの内容に同意

していること.3)研究協力者やその他の間接的関わ

りを持つ可能性のある人たちが，研究によって精神

的 ・身体的に危害を受けることを未然に防止するこ

と. 4)個々人が研究への協力をやめたり，同意の撤

回を求めることができる権利を保障すること.5)匿

名性と守秘義務を厳守すること.6)研究によって収

集されたデータを正確に記録し，安全に管理するこ

と. 7)専門職，あるいは雇用者としての倫理規定を

遵守すること.8)研究の進歩状況について適切な回

答と報告をすること.9)共同研究者同士が協働チー

ムの構成員としてお互いを尊重し支持しあうこと，

という 9点を挙げている。これらの点は，従来から

ある心理学研究における倫理的指針と共通してお

り，重要であることは言うまでもない。しかし，後

述する事例にもあるように，上記 9点について可能

な限りの配慮をし，またその旨を研究参加者や

フィールドに対して伝えても，研究参加の同意が得

られづらい，研究の目的を 卜分に達成できないな

ど，様々な難関に直面することがある。つまり

フィ ールドにおいて実践的な研究を行うためには，

倫理面を含めた従来の対象者への配慮や関わり方の

指針だけでは不十分であり，フィ ールドでの実践研

究という文脈において特有であるような研究者とし

ての配慮や関わり方のスキルを精徹に検討する必要

がある。

またフィ ールド研究の過程では， フィールドに入

る前には予期していなかった事態や関係性が発生

し，当初の研究計画通りに進められないことがあ

る。こうした事態に直面した研究者は，研究を断念

しない限り， フィ ール ドの要望に合わせて研究内容

や方法を変更することになる。研究計画を変更する

場合，研究者が持つ研究の目的や方法論的必要性と

研究参加者やフィ ールドの要望や利益との間で様々

な交渉や i!枢け引き」が行われているはずであり，

研究者の意図とフィ ールドの利益の双方を最大限に

するために研究者が持つべきスキルや経験を共有す

ることは，経験の浅い研究者だけでなく ，心理学の

研究実践が実社会に寄与するためにも有益である。

さらに，研究過程をモニタリングしていくうえで

行う実験計画や調査手法そのものが，フィールドに

影響を与えている点が見落とされがちである。 これ

らは内的妥当性や外的妥当性への脅威となりうる要

素であるにもかかわらず，複雑な実践場面では統制

することも難しく，大きな課題となってきた。

上記のような経験は，多くの研究者が常に体験し

ているものである。しかし出版パイアスによって，

論文として公開されるものは成功した研究の中で円

滑に進んだillil面だけであり，学術論文を通して研究

過程でのフィ ールドでの粁余曲折を研究者間で共有

することは困難である。また質的研究へ注目が集ま

る中で研究者とフィ ールドとの関係性へ注目した書

籍が増えつつあるものの，いわゆる心理学研究法の

テキス卜で初学者がフ ィールドとの関わり方を体系

的に学ぶことは難しい。しかし実際は， フィ ールド

との円滑な交渉や関係づ、くりのスキルが研究の遂行

には欠かせない要素であることは経験的に知られて

おり，ベテランの研究者から経験の浅い研究者へ口

伝え的に伝承されたり，経験的に学ぶ中で個々人の

スキルとして蓄積されたりしている。

以上を踏まえ本論では，研究者がフィ ールドへ参

入し関係性を構築しながら実践 ・研究を行う過程で

どのような課題をどのようにして解決してきたのか

について. 5人の研究者が実際に経験した事例を検

討し，そこから抽出された課題とその解決方策につ

いて考察することを目的とする。

1. 研究協力者・参加者確保と

フィールド参入の課題

フィールドでの研究を開始するときに最初に直面

する課題は，フィ ールドの確保と参入時に発生す

る。研究者がフィールドに前触れもなく I吐き研究を

開始することは不可能であり，フィールド(のキ

ノfーソン)に対して研究の目的と内容を説明すると

ともに協力の依頼をし，参与の許可を得なければな

らない。一方，フィ ールドにとって研究者は，それ

までそのフィ ールドに存在していなかった異物であ

り，研究者の参入と調査の実施がフィ ルドにとっ

て負担となる可能性がある。

先述したようにフィ ールド研究における困難の原

因の一つは，研究者の利益や意図と， フィ ールドの

利益や意図との葛藤である。フィ ールドは独自の目

的を持ち，特有の社会的コンテクストの中に存在し
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ているものである。 例えば事例 lで紹介する企業組

織は，利益目的をその存続において最も基礎とする

ものであり(巴.g.，越後，2001)，その企業の利益と

は根本的には経済的な利益を指す。しかし研究者の

調査目的が企業の目的とする経済的利益と必ずしも

一致するとは限らない。また企業組織での調査で

は，調査対象となる組織がどれだけの資源(例えば，

人員や時間)を使わなければならないかも問題とな

る(Saunders，Lewis， & Thornhill， 2000)。フ ィー

ルドが費やす物的，人的資源ム 研究者の参与によ

る利益とのトレー ドオフは，事例 2で論じる公的機

関である児童厚生施設への参入においても問機であ

るが，企業組織の利益が経済的利益であるのに対し

て，児童厚生施設の利益は必ずしも経済的なもので

はな L、。つまりフィールドが有している利益目標は

フィールドによ って異なっており，同様に研究者の

目的とフィ ールドの目的が一致するかどうかも，研

究者の目的やフィールドの性質によ って千差万別と

なる。

このようなフィール トに対して，研究者はある種

のカテゴ リー (例えば， 大学教員，学生，アドバイ

ザーなど)が付与された存在として参入することに

なる(森下，2007)。そして付与されたカテゴ リー

は， フィ ールド へのエントリーの前段階である調査

依頼の段階から大きな影響を発揮する。つまりその

フィ ールドにとって異質である研究者に対して研究

フィールドの構成員は，研究者を特定のカテゴリー

によ って意味つ、けを行い，研究者に付与されたカテ

コリ ーは，研究者の存在がフィ ールドの立場や活動

にとって有益であるか，否かを評価する|燦の基準と

なると考えられる。

したがってフィ ールドエ ントリ 一時のフィ ールド

との交渉とは，単に研究者の意図を理解する ことを

求め，研究計画に沿った研究の実施を目指すことだ

けを意味するのではなく ，研究者がどのようなカテ

ゴリーを背負ってエントリーするのか， フィールド

から見て研究者はどのようなカテゴリ ーに属する存

在となるのかが決定する瞬間でもある。フィ ールド

エントリーの過程で研究者は，フィ ールドのコンテ

クストを理解しているか，少なくとも理解しようと

しているという意思がある こと， そしてコンテクス

トの理解に基づいてフィ ールドの利益を最大限に尊

重し，損失を与えないように配慮、をしようとしてい

ることを研究参加者に表明し，研究を進めるうえで

参加者の信頼と積極的な協力を得る非常に重要な段

階と位置づけられる。

以下，事例 1(企業での質問紙調査)，事例 2(児

童厚生施設でのイン タビュ ー調査)の 2事例か ら，

フィ ールドエントリ 一時の研究者とフィールドとの

交渉過程について検討する。

1) 事例 1:企業での質問紙調査の実施

研究概要

ここで事例として取り上げる調査研究は，上司か

らのメンタリングが持つ効果に対して組織風土が与

える影響を検討することを目的として，2005年に

実施したものである。調査回答者は，IT関連企業 3

社から 575名であった。調査実施方法としては匿名

形式の質問紙法を用い，その質問紙を各企業内の部

署単位で配布し，郵送法によって回収した。

企業組織への質問紙調査

*事例では企業組織において調査を開始する際，

その分野において有力な人から紹介を得たが，それ

でも調査者自身が調査先で説明のアポイントメント

を取る段階で「学生の調査には協力て-きない」と断

られるケースが数件あ った。そこで断られた調査先

に学生の調査に協力できない理由を尋ねたとこ ろ，

学生が企業の コンテクストを理解しておらず，学生

の研究によるネガ ティブな影響があるのではなし、か

という懸念、がある とい う回答が得られた。

また調査の許可が得られたケースでも，研究の実

施に至るまでに継続的な交渉のプロセスを要した。

例えば社員に質問紙を実施するということから，個

人情報の取り扱いや調査の責任がどこに帰属するの

かといった契約書面を求める企業や，質問項目の細

かな表現に至るまで交渉が行われた企業もあっ た。

例えばメンタルヘルスを測るための「ストレスを感

じる」という 1項目をとっ て も，ある企業組織で

は，ストレスを感じていない社員がこの項目を見る

ことによってス トレスを感じていると恩川、込んでし

まう可能性がある と指摘された。このような懸念を

調査フィ ールトーから表明されたため，調査実施のた

めにやむなく表現を変更する こととした。

こうした交渉の過程で調査者は，企業という組織

をより深く正確に理解し円滑な調査の実施を遂行す

るために，企業を経営している知人に企業側に立つ
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た視点から，研究者側の目的や方法の説明をどのよ

うにとらえるかについてアドバイスを得た。そこで

のアドバイスから，研究企画書では大枠の目的が何

であるのかと いうことが重要であり細かな理論や仮

説は問題にならない こと，企業が得られるメ リッ卜

は{可であり，どのようなインノfク卜につながるのか

ということがまとまっていることが重要であること

を学んだ。つまり企業としては，社会貢献としての

調査への協力だけではなく ，その調査が企業にとっ

てどのように有益であるのかということも重要であ

り，それを考慮、していない企画書や説明では，企業

という利益追求を目的とした組織にとって研究者は

単なる異物としかとらえられないということであっ

fこ。

2) 事例 2:児童厚生施設でのインタビュ ー調査の

実施

研究概要

事例 2では， 2006年 7-11月に児童厚生施設の

職員 16名に対して実施したニーズ調査を紹介す

る。協力者は都内の児童厚生施設の職員(ほぼ全員

が施設長)であり，調査方法は半構造化面接を用い

た。児童厚生施設職員に対して電話にて研究の主旨

および，大まかな質問事項を伝え，調査を依頼した。

電話にて了承を得られた児童厚生施設職員とは後

日，インタビュ ーを実施する日時を決定し， インタ

ビュ ーに至った。

児童厚生施設でのインタビュー調査

本調査でまず問題となったのは，協力者である現

場職員が多忙であることによって協力を得ることが

困難なことであった。今回の調査では特に多忙であ

る組織の長である児童厚生施設長を主たる対象とし

たため，時間がとれないという理由で断られるケー

スがあった。調査者が提示したインタビュ 一時間に

対して相手が応じる時間的余裕がない場合，調査者

が相手の対応可能な時間枠に合わせて縮小をするこ

とで，ようやく約束をとりつけることが可能になっ

たこともあった。また項目の優先順位を決め，時間

を短縮せざるをえない場合に相手に尋ねる質問項目

量を調整したり，重要な項目か ら11闘に並べて質問し

たりすることで，時間切れになって最後の重要な項

目が聞けなかったという事態を避けるように計画を

立てた。

またインタビュ ー途中で，何度かの電話応対や来

客訪問によって中断があり，必ずしも落ち着いた環

境下でのインタビュ ーを実施できないことがあっ

た。これも現場で調査をするうえでは避けられない

ことと思い，研究に重大な支障のない範囲で調整可

能なことは極力，現場に合わせていく姿勢で応じ

た。

さらに個人情報保護法の成立 (2003年)以降，以

前にも鳩して個人情報の取り扱いが慎重になってい

る印象を受けた。本来この法律では，学術研究目的

であれば保有する個人情報を提供することに問題は

ない。しかし電話で調査依頼をする段階で調査概要

を伝えたところ，尋ねる内容が子どもの個人情報に

触れる部分があると判断され，調査協力を拒否され

るというケースもあった。研究者として当然，プラ

イパシーの保護について配慮する旨を伝えたが，最

終的に「個人情報について話す内容を制限させて も

らえるなら」という条件付きで了解を得られたケー

スがあった。

また調査を進める中で，研究者の意図している研

究意義と協力者の期待との不離がしだいに明確に

なってきた。例えば筆者としては，研究の意義を短

期的な視点でなく ，中長期的に還元できるものとし

てとらえていた。しかし現場職員が求めているもの

は中長期的なメ リットよりも，現時点で手に入る実

際的な支援策を期待している面があった。この問題

に対しては，研究者側の研究の意義に加え，研究に

協力することによって即時ではなくとも現場にとっ

て有益であることを説明することで了承を得ること

ができた。

一方で，はじめから各児童厚生施設に調査依頼を

するのでなく ，児童厚生施設を管理している自治体

の担当窓口に挨拶と趣旨の説明をしたことで調査協

力がスム ーズに得られたケースがあった。公的な施

設である児童厚生施設の職員を調査対象者とした場

合，まず，その組織を管理している機関にコンタク

トを取り，自治体の担当窓口から児童厚生施設宛て

に筆者の所属や研究内容 ・依頼を伝えてもらうこと

が，一般に縦割り型と言われる行政の中で受容され

やすかったようだ。その際には，結果のフィ ード

パ y クをインタビュ ーの回答者だけでなく，自治体

の担当窓口に対しでも行う約束をしたことも，協力

者の了承を得られる ことにつながったと考えられ
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る。

3) 事例 1，事例 2の考察

上記 2事例で生じた問題点の一つは，研究フィ ー

ルドに入ることの困難性である。フィ ールドの人々

はそのフィールドの目的に従って業務を行ってお

り，研究協力を得るということは，その業務に費や

す労力や時間を割くか，余剰を分けてもらうことを

求めることを意味する。研究者としての心構えとし

て相手の都合を最優先にすることは当然であるが，

必ずしも研究者の都合と一致するとは限らない。例

えば事例 2では短時間でインタビュ ーを終わらせ

るために質問する内容を再構成し，時に削減する必

要が生じている。また研究の内容そのものに対する

配慮も必要となる。例えば質問項目には倫埋的な配

慮が当然求められるものであるが， フィールドの協

力者は質問の内容や表現に対して研究者が想定する

以上に敏感である。事例 Iて'1;1:研究協力を得ること

と引き換えに，研究協力者からの意見を受け入れ質

問項目の表現を変更せざるをえない事態となった。

質問内容や質問紙における文章表現の変更は，

フィールドでの調査では頻繁に起こる事態である。

多くの場合，研究者が「聞きたい」ことこそ，フィー

ルドでは「聞かれたくない」内容であり，変更や削

除を迫られる。しかし質問紙の尺度項目は，句読点

の位置を変えただけで全く異なる反応が出てくる こ

とが知られている(谷岡， 2000)。インタビュ ー調

査においても同様に，質問順序を変える ことで回答

反応の内容が変化する可能性も予測でき，また時間

的制限によって十分なインタビュ ーが不可能となる

こともある。特にこ うした調査が既存の尺度を使用

した研究である場合や先行研究と結果の対比を想定

している場合，調査内容の変更や短縮は，研究の妥

当性や信頼性を脅かす恐れがあ る。実践や調査の内

容の変更が必要となる可能性がある交渉を行う際に

は，フィ ールドの事情や要望を優先することはも と

より，その実践や調査の内容，手法が研究上どうし

ても欠かせないこと， フィールドが抱いている懸念

は無用であること，研究によってフィ ールドが得ら

れる利益が極めて大きいことを，正確に伝えるスキ

ルと努力が必要である。

二つ目の課題として，近年の個人情報保護の機運

から，調査という手法そのものへの懸念が強まって

いることが挙げられる。個人情報保護は心理学研究

を行う者が果たすべき当然の責務であり，その責務

を理解していることをフィ ールドに真撃に説明しな

ければならない。そのうえで，研究目的での個人情

報の使用は法律に抵触しない旨を，責任を持って説

明するプロセスが必要となるだろう。

またこうした問題の根幹にある研究者の意図と

フィールドの要望との不一致が，上記 2事例でも明

らかになっている。事例 lでは組織風土とメンタリ

ングの効用との関係という企業の利益と異なる目的

を研究者が持っており，研究が企業の経済的利益に

直接結びつくものではなく，調査協力による負担が

大きい恐れがあると受け止められている。一方，事

例 2では児童厚生施設の機能に直接寄与すること

を目的とした研究であり，一見すると研究者の目的

とフィールドの目的が合致しているように見える。

しかし研究者が中長期的視点での効果を期待してい

るのに対し， フィ ールドからは即効性のある具体的

解決策が研究者に求められている。両事例とも，即

効性がなく直接的ではなくても，これから行おうと

する研究がいずれ確実にフィ ールドの利益につなが

ることを繰り返し説明するという方法を用いて， こ

の問題を乗り越えている。

上記のような課題を克服する方法として両事例か

ら，フィ ールドに直接コンタクトを取るという方法

ではなく， I別のルート」を通るという方法を取るこ

との利点が見られる。事例 lでは業界の有力者，事

例 2では自治体の窓口という，いずれもフィールド

の上位に位置する者を通して交渉を開始している。

フィールドが逆らいづらい上位者の紹介を通すとい

うのは，実践的研究では研究者と参加者の対等性を

脅かしかねないものであり，必ずしも万能な方法と

はいえない。 しかし自分の研究フィールドの上位者

との密接な関係を築くことは， I研究者の渡世術」と

して，研究を継続するためにも有効なスキルである

ことは間違いなし、。また必ずしも上位者でなくて

も，特定のフィ ールドに精通している者の助言を得

ることは，フィールドが求めている利益を理解し，

フィールドとの良好な関係性を築き上げる助けとな

るだろう。

また事例 lからは，フィ ールドが研究者に付与す

るカテゴリーの影響も読み取ることができる。事例

lでは， 学生は企業を理解 していないという固定観

念から，学生というカテゴリ ー付与がネガティフな
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影響を与えていた。学生であっても研究の際には研

究者という自負を持ってフィ ールドに出るが，

フィ ールド側からすれば依然として学生というカテ

ゴリーによる評価を行い，結果として企業を理解し

ていないというステレオタイプから協力を拒むとい

う事態が生じている。このようなカテコリーの付与

によるネガティフな影響は研究者というカテゴリ ー

自体でも生じえるものである。社会には， I学問は実

践には役立たないJI研究者は現場を知らない」な

ど，さまざまな固定観念が存在している。研究者は

現場を理解し，実践に役立つ研究を行おうという意

識を持っているが，座学での理解には限界があり，

例えば企業という大枠のコンテクス卜の理解を超え

て個別の企業独自のコンテクス卜を理解し，その中

で研究協力を得るためには，実際に各企業に入って

いく以外に方法がなし、。しかし，そのようなノウハ

ウやコンテクス卜の理解を深める聞に，多くの研究

調査先であるフィ ール ドで「研究者は理解していな

し、」という不信が生まれることにもなる。つまり

フィ ールドの性格や期待，コ ンテクス卜を理解し，

そのうえで研究を実施するための数々の交渉や妥協

を行うという作業は，そのコンテクストにおいて求

められるものを準備しつつ，自身に付与されるであ

ろうカテゴリ ーの負の側面を覆すという作業を，短

い時間の中で同時並行して行う作業であるといえ

る。

2. 実践研究における参与後の課題

実際に研究を実施するフィ ールドが得られ，何ら

かの介入やプログラムの実施を行うにあたっても，

様々な困難が発生する。フィ ールドの特性やニーズ

の変化によって研究計画に忠実に従うことが不可能

な場面に遭遇することは，多くの研究者が経験して

いることであろう。また，数名の研究者らが共同で

行うプロジェク 卜の中では，メンバーの入れ替わり

も起こりうる。また， フィ ールドにある特有の暦や

期間(学校では学期や学校行事など)の影響を受け

ることも少なくなし、。

フィ ールドにおける問題発生の予防を目的とした

介入では (a)対象が多数であること， (b)発生してい

ない問題の予防が目的であるためにフィールドの

人々にとって研究実践の必要性の認識が必ずしも高

くないこと， (c)1回限りの実践研究ではなく，継続

的実践を前提としていること， (d)フィ ールドに特

有の文化，歴史，風土を尊重し，その文脈に沿った

実践を行う必要があることなど，従来の理論的研究

や臨床的介入と異なる特色を有している。そのため

予防に関する実践研究では介入するフィ ールドとの

協働が不可欠と言われているが，協働的関係を構築

するための具体的な方法に関する記述はほとんど見

られない。

次に述べる事例 3と事例 4では，長期間の実践的

な介入を行った研究事例を紹介する。この二つの事

例からフィールドとの協働的な実践研究での課題を

抽出し， フィ ール ドでの協{動的な研究の留意点や解

決方策を検討する。

1) 事例 3:小学校での相談室運営プロジェク卜

研究概要

事例 3では， A小学校における相談室設置の事例

を紹介する。この事例では，プロジェクトを統括す

る大学教員が東京都近郊の公立 A小学校に研究協

力を得たことをきっかけに開始された。2004年に

院生が教員らによって行われていた研究会に参加

し， 2005年に A小学校における複数の実践研究と

大学教員による教員研修を実施した。その後，大学

と小学校の双方からより組織的な支援体制構築の必

要性が提案され，同年 10月に相談室が開設された。

実践内容としては，教育相談員と いう立場で，博士

後期課程の大学院生 l名が週 1日学校の非常勤職

員として主に保護者面接，博士前期課程の大学院

生 ・学部生数名がボランティアとして特別な支援

ニーズを持つ児童に対する個別の授業を行い， 実践

を統括ーする大学の指導教官がス ーパーヴァイズを

行った。また，中休みと昼休みには週 2日相談室を

開放し，児童が自由に出入りできる体制をとった。

参入期.学校への参入期においては，相談室の

ルール決めや鍵の配置や記録の管理などの「構造作

り」とともに， I教職員との役割分担や信頼関係の確

立」が重要であった。本実践では相談室開設前に実

施されていた複数の学生による研究を通して，教育

相談とは異なった様々な角度からのニーズ把握と，

教職員との緩やかな信頼関係構築が可能であった。

また，相談室は外部機関による一方的設置でなく，

大学と小学校双方の提案による開設であったことか

ら，開設当初から運営に対する理解のある教職員も
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多く，全体的な抵抗感も少なかったと考えられる。

また，学生が学校現場での実践に参加する際には

「専門的知識や経験の不足をし、かに補うか」が一つ

の課題となる。本実践では研究や教員研修等を通し

て小学校側の事情に詳しい大学の指導教官がス ー

ノマーヴァ イズを行うことで，定期的な振り返りと方

向修正が可能であった。また，複数の学生が別の曜

日に学校へ走l、き，ノ ー卜 や研究室で情報を交換する

ことで，日々変化する学校の情報を得ることができ

た。即時的な対応が必要な場面では，経験年数や役

割の異なる学生が同日に出動することで，その場で

相談しながら相補完的な役割を果たすことが可能で

あった。

定着期:定着期においては，r関係者らとの連携の

確立」が重要であった。相談室が定着す るまでは

「し、かに活動を周知するか」が一つの課題となるが，

本研究では，実践開始前の研究や取り出し授業で関

わったクラスの児童が呼び水となった。また，情報

経路の整理と確認 ・資料の作成 ・フォ ーマル ・イン

フォ ーマルな場やノ ート，メ ール，チャ y トを活用

して，関係者らと情報交換することや，キーパーソ

ンである校長や特別支援コーディネータ ーによる教

員会議での相談室の活動周知，活動便りの配布も有

効であった。

さらに，活動が定着するにつれ， r学校側と学生側

の常識の違いによるお互いの理解不足」などが起こ

ることがあったが，その際，行動の是非を問うので

はなく，双方の持つ背景とその違いを確認したうえ

で，関係者の協力と同意を得ながら丁寧に検討して

いくことで，より良い関係と体制作りを行うことが

できた。このようなずれを認識することは，学生側，

学校側双方にとって，これまでの実践を振り返り ，

専門性や役割の違う集団との連携のあり方を学び，

より良い実践を検討してし、く機会とな った。

展開期・活動が定着し，さらなる展開が行われて

いく ~Iコで，学生の専門性や役割を超えるような「過

剰な期待」が向け られることもあった。その際は，

大学院生として何ができて何ができないのかという

半専門性の周知，関係者らと活動の目的と範囲の再

確認と再構成が有効であった。また，相談件数の増

加に伴う「人員や場所の不足」や，r学校外機関との

連携の必要性」のあるケースの出現という課題も浮

上した。これに対しては， 学生 2名体制による役割l

分担 ・プレイルームと相談室の 2部屋体制による

相談場所確保などを行い，市の相談センタ ー訪問 ・

教頭や養護教諭など外部の相談機関と関わりのある

関係者との連携を行うことで対応した。このように

活動が拡大していく展開期においては，状況に応じ

て，その後の活動を見据えての活動の範囲や方法の

再確認と再構成を関係者らとともに検討していくこ

とが重要であると考えられる。

また，このような継続的な学校における実践の中

では， r学生の入れ替わり，小学校側のキ ーバーソン

や管理職の異動や，それに伴う方針の変更等」が起

こった。管理職の入れ替わりでは，実践自体の方向

性の変化や継続の可否が問われ，キーパーソンの入

れ替わりでは，細かな日々の連携のあり方について

の再確認と再機成が必要となった。

2) 事例 4:教頭会とのパーンアウト予防プログラ

ムの実施と評価

研究概要

事例 4として取り上げる実践研究は，某市教頭会

との協働のもと，公立小中学校で-働く教員約 300人

を対象に教職員のパーンアウ ト予防プログラムの実

践およひ、効果測定を目的として 2006年 6月から

2008年 2月の約 l年半にわたって実施された。 開

始時の 2006年 8月に教職員のメンタ ルヘルスの現

状把握を目的に予備調査を行った。その後， 予備調

査の結果を元にプログラム内容とスケジュ ールを検

討し， 2007年 4月から 1年計画でプログラムを開

始した。プロクラムの効果測定には準実験計画を採

用し 3回の調査が実施された。なお本研究では研究

者は実践の対象者である教員と直接関わらず，調査

や実践はすべて教頭会を通して行われた。つまり研

究者，実践者(教頭会)，実践の対象者(教員)が明

確に分けられていたことになる。

関係性の変遷

教頭会との協働による実践研究プロジェクトは l

年半に及んだが，研究者と実践者との聞の関係性の

変遷は以下の大きく四つの段階をたどった。

第 1段階 研究者と教頭会との関係性の初期段階

では，研究の援助者としての心理学者の立場が求め

られていた。当時の教頭会は，数カ月後に県教頭会

研修大会において「教員の資質向上」をテ ーマに発

表することが割り当 られていたが，教頭にとって研
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究は本業ではなく， I何をJ.Iどのように」研究する

べきか手付かずの状態であった。そこへある一人の

教頭の縁故から研究者の一人へ参加の要請があり，

実践研究が開始された。開始当初，教頭会には「研

究者との協働による予防」という考えは全く念頭に

はなく，研究発表までに何か形になればよいという

認識であったと推測される。一方で研究者は以前か

ら学校での予防的実践研究に関心を持っていたた

め，研究者と教頭会との協働による教員のパーンア

ウ卜予防実践の概念、を紹介した。

第 2段階 第 2段階では， 前月に実組した調査の

結果について簡易報告を送付し，さらに数カ月後に

研究者が教頭会の会議に出席して調査結果を報告

し，解釈の検討を行った。調査結果は各学校の教頭

にとって，日ごろから抱いている教員のメンタルヘ

ルスについての考えと一致し，裏づけるものであっ

たため，心理学的理論や方法に基づく実践への関心

と効果への期待が高まったようである。一方で「心

理学=心理臨床」というステレオタイプ的印象が強

く，教頭会が主体的に実践を行うというよりも，研

究者がどのような実践を行うのか，期待が高まって

いた。これに対し研究者は予防実践が成果を上げる

ためには教頭会自身の実践が重要であることを繰り

返し説明し，協働の重要性を強調した。

第 3段階第 3段階では 2007年 4月以降の実践

と調査の内容や，スケジュールについての検討が行

われた。この時期には実践内容決定に必要な調査結

果の詳細の検討を行ったが，特に強く関心を持った

教頭数人の要望に応じて，簡便な概略だけでなく ，

各概念、の厳密な心理学的定義，比較的高度な統計分

析の読み取り方などまで解説した。その結果，教頭

会の研究実践への関心や理解，熱意が深まりプログ

ラムへの所有感 (senseof ownership)が深まった

が，一方で実践への教頭会の自信ややる気が先行

し，準実験計画を用いた因果関係検討の方法など研

究としての方法論や意義が見過ごされる危険が生じ

た。そのため，研究の視点から実践を評価し，改善

への示唆を得ることの重要性を再度，説明した。最

終的には，研究の意義が教頭会全体の理解となっ

fこ。

第4段階 第4段階では実際に実践を行い，準実

験計画法に基づいた効果測定が行われた。途中，県

教頭会，全国教頭会地区大会それぞれの研究発表の

機会があり，研究者も参加する機会を得た。この段

階では実践としての意義や研究としての目的，それ

ぞれの方法論に対する理解が深まっただけでなく，

実践の効果と研究の成果は教頭会と研究者，両者に

利するものという認識が生まれた。実践研究担当の

教頭から発せられた「研究に役立つ良いデータを

取ってもらいたい」という言葉は，協働的実践研究

が相互利益に結びつくという意識を象徴するもので

あろう。

3) 事例 3.事例 4の考察

事例 3と事例 4では，長期にわたる実践研究の中

で研究者と実践者双方の意図や期待が変化を続け，

その中で研究者もその場に応じた役割を担う必要が

生じていることが示されている。事例 3では，長期

の関わりの中で大学院生の専門性や役割が徐々に明

確化され，実践活動が進む中でその活動がより体系

的なものとなり，研究をする大学院生という立場か

ら教育相談員というより組織の一員としての立場へ

移行している。事例 4では，研究者の提案する方略

だけでなく，教頭会の構成員からの自発的な提案や

活動が発生する中で，研究者へのニーズが，よ り専

門的な知識や技術の説明や理解に及ぶようになって

いる。

一般的な研究法の テキストでは，調査内容の

フィ ードパックについて専門用語を使用せず参加者

が理解できる言葉つ‘かいをすることが必要である

(高野 ・岡.2004， p.280)とされている。しかし

事例 4では， 専門用語を使わないことで心理学的概

念の意味が誤解され，統計分析の手法を説明しない

ことで結果が正確に理解されないという状況が生じ

たため，第 3段階では，例えば「統計的に有意」が

何を意味するかなど，比較的専門的な内容について

も時聞をかけて説明を行っている。そのほかにも準

実験計画の意味や調査を複数回行う ことの必要性，

心理学的概念と実践との結び付きなど，通常は「専

門用語」であり「参加者が理解しづらい」とされる

ような心理学者の専門性に立脚した情報提供を必要

に応じて行っている。その結果として，教頭会によ

るプロジェクトの所有感が増し，実践研究への積極

性が高まったと推測されている。同時に，教頭会か

らの情報提供に関 しでも同様の状況が発生してい

る。初期段階では調査内容について単に「不可能で
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ある」という結論のみが伝えられていたが，関係性

が進展するにつれ「難しし、がやってみたいJ[""このよ

うな代替案はどうか」などの提案が増加している。

このように，一般的には避けられるべきであるとい

われる専門用語の使用についても，長期にわたる実

践研究では必要とされ，共通理解を促進する手立て

として，有効である可能性が考えられる。

また，事例 3，事例 4ともに長期的な実践研究で

は， 各時期において求められる 「実践課題の移行」

が一つの課題となる。このような課題は繰り返され

ることなく ，立ち戻ることも不可能である。事例 3

で見られるように，実践途中から新たな学生や研究

者が参加してくる事例においては，新規参入の研究

者の研究テーマにも，これまでに対応してきた課題

が影響する場面が見られる。その場合，新しい関係

者らに実践に対する理解を得るために，それまでの

実践の経過を提示する準備をしておくことも必要で

ある。このことは実践の引き継ぎという点だけでな

く，研究に影響を与える実践過程を適切に伝えると

いう，同じフィ ール ドで共同研究を行ううえで重要

な，点となるだろう。

また，長期間継続されてきた研究も，事例 3で見

られたような学生の卒業 ・修了に伴う増減や入れ替

わり，人事異動に伴うキーパーソンの入れ替わりに

よって，研究活動の維持が困難になるという「維持

の課題」が挙げられている。つまり長期的実践にお

いては，常に実践の継続を見越したうえでの体制作

りを行っていく必要があると考えられる。実践の引

き継ぎに関しては，教職員への引き継さ可能な実践

と，心理学の専門的知識・ 技術を必要とする実践と

を分けて検討する必要がある。そのうえで，紙媒体

でのシステムや情報の蓄積 ・引継ぎ方法の確立を行

うなどの工夫を行い，人や方針が変わっても実践を

継続していくためのシステムづくりをすることが重

要である。また事例 4のように， 一定期間の介入に

おいては，必要に応じて研究終結後に組織が自律し

て活動を続けられるような仕掛けを準備しておく必

要があるだろう。 このように， 実践研究におけるシ

ステムづくりが，その後も継続可能なものであるの

か，すべてを終結させなければならないものなの

か，それによって学校や組織，参加者にどのような

影響を生み出してしまうのかということは熟考して

おく必要がある。

現実場面であるコミュニティとの協働的実践研究

では，その関係性の構築は大きな課題の一つであ

る。事例 3でも事例 4でも，組織との関係の深まり

によって研究活動が進んでいく様子が示されてい

る。 Fetterman& Wandersman (2005)は，協働的

実践において研究者がフィ ールドに関与する深さに

よって大きく研究者主導，中間，現場主導に分類し

ている (pp.55-72)が，両事例の中では，研究者の

立場が状況によって変化している。このような協働

関係における研究者とフィ ールドの協力者との関係

について池田 (2007)はFigure1のモデルを提案し

ている。

このモデルでは研究の内容や実施方法全般にわ

たって双方の専門性に基づいた役割分担と，協働に

よる情報共有，意思決定を重視している。さらにこ

のモデルでは，実践者，研究者それぞれの果たすべ

き役割や相互の役割への期待は固定的なものではな

し研究実践の過程で常に変化するものであるとい

う点を重視している。例えば研究の進行とともに研

究の内容や意義に対して協力者の理解が深まること

で，協力者は研究に対してより深く積極的に関与し

たいという希望を持つことがある。こうした協力者

の希望に気づかず，あるいは無視して従前の関係性

を続けることは，協力者の自尊心を損ない相互の信

頼関係を悪化させる危険性を持つ。むしろ協力者の

自律的関与を求めることで，実践研究をより円滑に

進めることができるだろう。つまり効果的な実践，

意義ある研究を円滑的に進めるためには，研究の進

行状況や内容や場面，研究協力者の立場や能力の変

化， さらには両者の友好関係の深さなどに応じて研

究者とフィールドとの関係性を変化させることが必

要かっ有効といえる。そしてフィールドでの研究者

，一一一ーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー句、， 

コミュニティのことを 番よく知っているのは
コミュニティにいる人である ‘

 

、
、、

研究者の役割
知の蓄積へのアクセス

実践内容の理論的ベース
デ-~収集 ・分析の方法論

コミュニティの役割
コミュニティに関する知識
コミュニティに対する意織

コミュニティメン1¥ー肉の関係性，

， 
、『ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー四，

Figure 1 協働的コミュニティ研究モデル
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には，研究者と協力者の聞の距離感に常に気を配

り，的確に読み取る能力が必要となるだろう。

3. 実践プロセス研究方法の課題

現場での実践を伴う研究が行われるようになり，

アクシ ョンリサーチとl呼ばれる研究手法が多く用い

られるようになった。アクションリサーチとは「実

践の場で起こる問題，実践から提示された問題を分

析して探求し，そこから導かれた仮説に基っき次の

実践を意図的に計画実施することにより問題への解

決 ・対処を図り，その解決過程をも含めて評価して

いく研究方法(秋田 ・市川，2001)Jと定義されて

いる。また， Jason， Keys， Suarez-Balcazar， Taylor， 

& Davis (2006)は研究者がコミュニティに参加し

て研究 ・実践活動をともに行う参加型アクションリ

サーチ(ParticipatoryAction Research)という研

究スタイルを提示している。このように，研究者が

参加するアクションリサーチでは，現実場面で起

こったプロセスをとらえる時間という軸が存在し，

研究者自身がその現実場面に影響を与える一人とし

て存在する。そう した特性を持つアクション リサー

チでは，研究者の存在を含めたプロセスの検討を欠

くことはできないだろう。 しかし，研究者と対象集

団 ・コミュニティとの協働の発展 ・促進に影響を及

ぼす要因やそのプロセスは，どのように明らかにす

ればよいのであろうか。このことについては，圏内

の研究では詳しく書かれたものはまだ少ない。事例

5では協働プロセスの理解において経験した「プロ

セス検討のための調査が研究者と対象集団の協働関

係に及ぼした影響」をもとに，研究というコンテク

ス卜における協働過程の研究法の課題について提示

する。

1) 事例 5:教頭会と研究者との協働的パートナー

シップにおけるプロセス調査

研究概要

当該研究の目的は，教職員のパーンアウトを予防

することを目的とした研究者と教頭会の「協働的

ノfー トナ ーシップ」における協{動プロセスを明らか

にすることであった。パーンアウト予防プロクラム

を実施するにあたり，予防プログラム開発を促進す

るためには，主導となる教頭会とパートナ ーである

研究者の協働プロセスが重要な要因のーっとなる。

この研究者と教頭会との協働プロセスを検討するた

めに l年目終了時に質問紙調査による中間評価を

実施した。

この中間評価では，倫理面への配慮、から研究の目

的である「パートナ ーシy プ」という用語を質問紙

に記載した。さらに， 中間評価がプロセス評価を行

うことを目的としたために質問項目は研究者の目的

の達成度を聞く内容であった。そのためこの調査

は，単にプロセスの途中段階の状態を調査するもの

ではなし研究者が意図する教頭会との関係性や研

究過程で重要となる要素について枠組みを提示する

ものとなった。この調査方法を用いたことにより研

究者の意図が伝わり， ブラインド性を維持できない

という研究では一見ネガティブにとらえられる影響

を生んだ。 しかし同時に，実践の中では唆昧であっ

た両者の関係性の枠組みを明確化する実践過程では

ポジティブな結果をもたらした。教頭会と研究者の

協働関係に影響を与えた中間調査は， r協働的パー

トナーシップ」のプロセスに影響を与えた要因のー

っとして組み込まれる必要性が発生した。

2) 事例 5の考察

アクションリサーチのプロセスに研究者の目的の

影響を与えずに実践することは難しい。また，研究

者の目的自体がアクション リサーチにおいて意味を

持ち， 目的を伝えることも協働関係の中て、は重一要な

役割を担う場合がある。このような場面においては

参加者への影響を避けることができないため，研究

方法も含めたフィ ールド研究のモデルの開発が必要

になるであろう。

参加型アクションリサ ーチのプロセスの研究で

は，これまでいくつかの方法で‘データ収集が行われ

てきている。例えば，質問紙調査，面接調査，計画

の遂行達成率，実施された会議の議事録や日程表，

キーイ ンフォ ーマ ントからの情報提供，観察，アー

カイバルデータ，などが挙げられる。もちろんこれ

らのデータは一つの収集方法を用いただけでは因果

関係や変化はとらえられない。そのため協働プロセ

スをとらえるためには，これらのデータ収集方法の

バッテリーを組むことが課題の一つである。このよ

うな研究法については，質的データ・量的データの

妥当性や信頼性，普遍性や性質，目的などの違いが

議論されてきており，混合型の研究方法も提唱され



査は関係性を明確にするだけではなく，関係性を示

す「パートナーシ ップ」という言葉だけが対象集団

内で先行した可能性も否定できない。そ の調査に

よってどのような影響が実際にあったのかについて

モニタリングを行うことも必要である。

では，様々 な方法でプロ セスを理解するデータを

収集 したうえで，その作業が研究者とコミュニテ ィ

に与える影響をモニタリンクする方法をどのように

研究に組み込むことができるだろうか。 アクション

リサーチのモデルのーっ として，プログラム評価や

プロ夕、ラム開発に用いられるロジ y クモデル

(Figure 3)を援用することができると考える。

このモデルか ら考えると， プロセスをモニタリン

グする研究方法自体はインプット (Input)であり，

その研究方法を実行するアウ トプ y 卜(Output)，さ

らにその結果としてアウ トカム (Outcomes)が発生

する。 このロジックモデルによって，研究方法自体

を実践やプログラムの一部としてと らえることが可

能になると考えられる。

しかし， このロジックモデルでは時間的な全体性

はと らえにくく，インフ。y ト，アウトフ。ッ ト，

トカムをどのように統合し，プロセス全体をとらえ

るかという課題が残されている。研究者が実際にコ

ミュニティや組織に参加するアクションリサ ーチが

多く行われる今日，プロセスを検討する方法が開発

されていく必要があるだろう。
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総合 考察

本論では，大きく分けて， 1)研究協力者 ・参加者

確保の課題， 2)実践研究における参与後の課題， 3) 

実践研究における研究方法の課題，について五つの

事例をもとに+食言すしてきた。

これ らの事例は筆者らが，実際に研究を遂行して

いく過程で対処していった中で得られた知見であ

る。 したがって， この五つの事例から提起されてい

る対処方略は実証的に検討されたものではな く，全

てを網羅したものでもないが， これらの事例から得

られた研究者自身の問題意識は， フィ ール ド研究で

のデ ータ収集や介入における課題を示しているとい

えるだろう。しかしながら本論で挙げられたような

研究者が感じた困難については一般的に語られにく

く，事例を蓄積すること自体が難しい。本論で考察

された様々なフィ ールドでの研究における課題を明

つつある。しかし，アクション リサーチでは分析段

階の課題に加え，プロセスをと らえるためのデータ

を収集する際の参加者への影響を考慮しなけれはな

らな いと考えられる。

実践研究においてその過程をとらえるためのモニ

タリンクには様々な方法が考え られる。倫理的側面

から，同意を得ずにインフォーマルに収集したデー

タを活用する ことには制限があり，フォ ーマルに

デー タを収集するには少なからぬ影響をコミュニ

ティや組織に与えることが懸念される。 このような

データ収集におけるプロセス理解の深さとデータ収

集作業が協働関係に与える影響の大きさを示した仮

説を Figure2に示した。

また，データ収集が協働関係に与える影響は，影

響力の大きさだけではなく ，その質にも注意しなけ

ればならないだろう。 協働関係を促進するようなポ

ジティブな影響であれば，その方法や調査内容は今

後もプロセスをとらえるものとして活用できる可能

性がある。 しかし，ネガティブな影響を与える場合

もあるだろう。事例 5の経験では，質問紙に よる調
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確にすることによって，多様化する心理学研究の新

たな方略を見いだし，研究協力が得られにくいため

に対象とされなかった集団やコミュニティでの調査

の可能性を拡げることができるのではなし、かと考え

る。また，事例に見られるようなフィ ールドにおけ

る問題を蓄積していくことは，研究者がフィールド

あらしになってしまう可能性を低めることにつなが

るだろう。研究者が研究者としてだけの考え方を

もってフィ ールドに参入し，フィールドがもっコン

テクス卜への理解も配慮も行わず， フィールドの要

望をくみ取ることもできなければ，必ずフィ ールド

との札機を生むことになる。そして，その結果

フィ ールドの研究者不信を招き，今後調査を行いた

い他の研究者にとっても迷惑な存在となってしまう

であろう。したがって， フィ ールド研究の実施過程

で生じた問題や課題，その対処方l絡の事例の蓄積を

通じて，フィールド研究を進める研究者の視点や態

度，留意点についてさらに検討していくことが今後

の課題であろう。
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